
 

 
 

 
令和６年９月２５日 

関 東 運 輸 局  

 

輸送の安全確保等に関する警告書を発出しました 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．発出年月日 

令和６年９月２５日(水) 

  

２．対象事業者 

   事業者の名称 ： 東海汽船株式会社 

   本 社 の 位 置 ： 東京都港区海岸１－１６－１ 

   代 表 者 名 ： 代表取締役社長 山﨑 潤一 

   

３．警告の内容 

  以下に掲げる措置について、令和６年１０月２５日までに当局あて文書にて報告すること。 

① 経営トップは、法令に違反した事実に対する再発防止策を策定し、適切な安全管理体制を

確立すること。また、安全管理規程第４条に基づき、関係法令及び安全管理規程の遵守と

安全最優先の原則を徹底及び重大な事故等に対する確実な対応について主体的に関与

し、安全マネジメント態勢を構築すること。 

② 安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原

則を社内へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 

③ 運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関す

 

令和６年７月２４日、東海汽船株式会社が運航する旅客船「セブンアイランド愛（以下「本船」と

いう。）」が乗客１１６名を乗せて東京港竹芝桟橋から式根島へ向かう途中、油圧系統のトラブル

が発生した際に、乗組員による機関操作が適切に行われなかったことにより航行不能に陥り、漂

流する事故が発生しました。本船はその後タグボートに曳航され、漂流開始から約２０時間後、大

島岡田港へ着岸しました。 

これを受け、関東運輸局が令和６年７月２５日、２８日及び同年８月２日に海上運送法第２

５条第１項に基づく監査を実施したところ、運航再開前に「必要な再発防止の措置」を講じていな

かった等、同社が定める安全管理規程を遵守しておらず、輸送の安全が確保されていない事

実を確認しました。 

今後、かかる事態の再発防止を図り、輸送の安全を確保するため、輸送の安全の確保等に関

する警告書を発出しましたので、お知らせ致します。 



 

る業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図ること。 

④ 運航管理者は、安全管理規程第２１条に基づき、安全管理規程の内容に変更が生じたとき

は船長の意見を十分に聴取し、遅滞なく規程の変更を発議すること。 

⑤ 運航管理者及び船長は、安全管理規程第２９条及び運航基準第５条の２に基づき、運航中

止基準に係る情報、運航の可否判断並びに運航中止の措置等について確実に記録するこ

と。 

⑥ 経営トップ及び安全統括管理者は、安全管理規程第４５条に基づき、事故処理（原因究明

及び再発防止策の策定までを含む一連の措置）に際しては、事故の原因の究明を最優先

に実施して現場におけるリスクを明確にし、運航再開前に必要な再発防止の措置を講ずる

こと。 

⑦ 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第５０条に基づき、運航に携わる全て

の職員及び乗組員に対し、安全管理規程、関係法令その他輸送の安全を確保するために

必要と認められる事項について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その

周知徹底を図ること。 

 

４．当該事業者に対する違反点数付与状況 

今般付与する違反点数及び当該事業者の累積違反点数は、以下の通り。 

① 違反点数 １１点 

(うち輸送の安全に関する違反点数  １１点) 

② 当該事業者の累計点数 １１点 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

関東運輸局海上安全環境部運航労務監理官  斉藤、秋山、土屋 

TEL：045-211-7230 FAX：045-201-8794 

【配布先】 横浜海事記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、物流専門紙 


